
③(運行計画書の)証明書　　（※通院先の病院に証明してもらう必要があります。）

３．運転されるかたが手帳をお持ちのかたと、別の住所である場合

（※手帳をお持ちのかたが、障害者のみで構成された世帯に属している場合のみ）

・常時介護証明書

※証明書を申請する際、①～③の書類を障害福祉係に提出する必要があります。

①誓約書

②運行計画書

①帰宅状況証明書　　（※入所施設に証明してもらう必要があります。）

TEL ： ０１８６－４３－７０５２ TEL ： ０１８６－４３－７０３２

生計同一証明書　または　常時介護証明書
を申請して、大館市福祉事務所長の証明を
受けてください。

なお、証明を受ける際は、
①身体障害者手帳等
②運転者の運転免許証
③自動車検査証
が必要です。

・福祉課から受け取った証明書
・軽自動車税種別割減免申請書
・身体障害者手帳等の写し
・運転免許証の写し
※マイナ免許証の使用については諸税係までお問
合せください。

　　　　　　　　　　　　を提出してください。

※戦傷病者手帳をお持ちのかたは、県の福祉
政策課で申請してください。

【 減免申請時に必要な証明書 】

１．運転するかたが手帳をお持ちのかたと、同じ住所で別世帯である場合

・生計同一証明書

２．手帳をお持ちのかたが施設に入所されている場合

・生計同一証明書

※証明書を申請する際、①の書類を障害福祉係に提出する必要があります。

生計同一証明・常時介護証明申請書について

　運転者が障害者手帳所有者と同居していない、または世帯分離している場合は、生計同一証明書又は常

時介護証明書が必要になります。

　福祉課障害福祉係にて、別紙生計同一証明書又は常時介護証明書を申請し、交付された証明書を、減

免の申請書と併せて税務課諸税係までご提出ください。

生計同一証明　・　常時介護証明

申請手続き（お問い合わせ先）

軽自動車税（種別割）減免申請

手続き（お問い合わせ先）

福祉課　障害福祉係
　

　　　　　　【 ２F　 ⑤番窓口 】

税務課　諸税係
　

　　　　　　【 １F　 ⑩番窓口 】


